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衆
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未
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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
調
査
・
検
証
委
員
会
（
以
下
「
検
証
委
員
会
」
と

い
う
。
）
が
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
中
間
報
告
」
（
以
下
「
中
間
報
告
」
と
い
う
。
）
に
よ

れ
ば
、
同
年
三
月
十
一
日
十
七
時
四
十
二
分
頃
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
に
よ
れ
ば
、
枝
野
幸
男
内
閣
官
房
長
官
（
当
時
）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
十

九
時
四
十
五
分
頃
、
記
者
会
見
に
お
い
て
、
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
等
を
発
表
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済

産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
（
以
下
「
保
安
院
」
と
い
う
。
）
は
、
同
日
二
十
時
十
五
分
頃
か
ら
記
者
会
見
を
行
い
、
原

子
力
緊
急
事
態
宣
言
の
具
体
的
な
内
容
の
発
表
を
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
通
信
に
支
障
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
保
安
院
に
お
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
連
絡

一



す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
指
示
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
二
つ
の
記
者

会
見
に
お
い
て
発
表
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

中
間
報
告
に
よ
れ
ば
、
「
正
確
で
最
新
の
情
報
の
入
手
は
、
迅
速
か
つ
的
確
な
意
思
決
定
の
前
提
で
あ
る
。
今
回
、
事
故

発
生
直
後
の
初
期
段
階
で
は
、
情
報
の
入
手
・
伝
達
ル
ー
ト
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
と
い
う
点
も
含

め
大
き
な
課
題
を
残
し
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
報
告
内
容
を
真
摯
に
受
け
止
め
て
お
り
、
今
後
、

原
子
力
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
初
動
に
お
い
て
、
関
係
行
政
機
関
の
長
等
が
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
（
以
下
「
官
邸
」
と
い

う
。
）
に
直
ち
に
参
集
す
る
と
と
も
に
、
官
邸
内
の
事
務
機
能
を
強
化
し
て
情
報
収
集
の
迅
速
化
を
図
り
、
原
子
力
緊
急
事

態
宣
言
の
発
出
等
に
つ
い
て
、
そ
の
方
針
を
迅
速
に
決
定
し
実
施
す
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、

検
証
委
員
会
に
お
い
て
は
、
今
後
、
最
終
報
告
を
取
り
ま
と
め
る
方
針
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
報
告
内
容
も

踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
必
要
な
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


